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【発行登録番号】 ８－近畿１

【提出書類】 発行登録書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2026年５月15日

【会社名】 アイフル株式会社

【英訳名】 AIFUL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　福　田　光　秀

【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381－１

【電話番号】 075 (201) 2000（大代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員財務本部担当兼財務部長　　坂　崎　勝　弘

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目６番２号

【電話番号】 03 (4503) 6050

【事務連絡者氏名】 執行役員財務本部担当兼財務部長　　坂　崎　勝　弘

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日（2026年

５月23日）から１年を経過する日（2027年５月22日）まで

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額　100,000百万円

 

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

 

【縦覧に供する場所】 アイフル株式会社　東京支社

（東京都中央区銀座一丁目６番２号）
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は

「発行登録追補書類」に記載します。

 
１ 【新規発行社債】

未定

 
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

未定

 
３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

未定

 
(2) 【手取金の使途】

営業貸付資金、借入金返済資金、社債償還資金、営業経費の支払資金及び関係会社への投融資資金に充当する予

定であります。

 
第２ 【売出要項】

該当事項なし

 

第３ 【その他の記載事項】

該当事項なし
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第二部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第48期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日） 2025年６月19日関東財務局長に提出

事業年度　第49期（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日） 2026年６月30日までに近畿財務局長に提出予定

 
２ 【半期報告書】

事業年度　第49期中（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日） 2025年11月13日関東財務局長に提出

事業年度　第50期中（自　2026年４月１日　至　2026年９月30日） 2027年１月４日までに近畿財務局長に提出予定

 
３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2026年５月15日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及

び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年６月24日に関東財

務局長に提出

 
４ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2026年５月15日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項並

びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定に基づく臨時報告書を2026年４月１日

に近畿財務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録書提出日（2026年５月15日）までの間

において変更が生じております。以下の「事業等のリスク」は、当該変更が生じた項目のみを記載したものであり、変

更箇所は　　罫で示しております。なお、トップリスク⑤⑥⑦は内容に変更はないものの、グループリスク管理委員会

にて協議の上、番号の入れ替えを行っております。また、当社は2026年４月１日付で単独株式移転により完全親会社と

なるムニノバホールディングス株式会社を設立しており、当社グループでは持株会社であるムニノバホールディングス

取締役会の直属機関としてグループリスク管理委員会を設置し、その下でリスク管理体制を整備しております。

上記に加え、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち、参照書類としての有

価証券報告書に記載されている2026年３月期における数値目標については、2026年５月15日に実績値（未監査）を公表

しております。当該事項及び以下に記載の事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本

発行登録書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

「事業等のリスク」

(1) 当社グループのリスク管理体制

当社グループでは持株会社であるムニノバホールディングス取締役会の直属機関としてグループリスク管理委員

会を設置し、各部署で発生するリスクないし企業活動を脅かすリスクを横断的に統括管理し、リスクの顕在化の未

然防止及び危機発生時の体制整備をしております。

具体的には、グループの共通規程である「リスク管理規程」に基づき、各部署で継続的に収集したリスク情報を

もとにリスクを算定・評価し、回避策・軽減策を検討しております。また、リスク統括部において、各部署より報

告を受けたリスク情報を一元管理しております。グループリスク管理委員会においては、リスクの定期的な把握及

びリスク回避・軽減策の検討指示並びに危機時の陣頭指揮・各種対応指示などを行うとともに、リスク情報の収

集、危機対策・対応などで、必要と判断した場合、対処方針・対処方法を策定し、取締役会にて承認を得ることと

しております。また、リスク情報のなかで、グループコンプライアンス委員会に関係する事案については、グルー

プコンプライアンス委員会に随時情報共有しております。

［体制図］
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(2) トップリスク

リスク事象 リスクシナリオ

① 法令違反や従業員等に

よる不適切な行為に関

するリスク

従業員等が法令、社会規範、商慣習・市場慣習、お客様目線等に照らして正しい行

為を行わないこと（いわゆる、ミスコンダクト）により、行政処分や社会的批判な

ど、ステークホルダーからの信頼を棄損するリスク

② 競争力の低下リスク 既存競合先に加え、異業種からの新規参入、生活様式の変化、ＤＸ化の加速等から

生じるお客様の期待変化に対して適切に対応ができない場合に、市場での競争力が

低下するリスク

③ 貸倒関連費用の増加リ

スク

経済情勢の悪化による資金繰りの困窮によって、支払いが困難となるお客様が増加

するリスク

④ 金利上昇リスク 市場環境の変動や政情不安等の地政学リスク等の影響により調達金利が上昇し、当

社の経営成績に影響を及ぼすリスク

⑤ サイバー攻撃・システ

ム障害リスク

人為的過誤、自然災害、停電、コンピュータウイルス、外部からのサイバー攻撃及

びこれに類する事象により、事業影響が生じるリスク

⑥ 人材不足による事業計

画への影響発生リスク

事業計画に見合った人員・人材を確保できず、事業計画、プロジェクトの遂行がで

きなくなるリスク

⑦ 資金流動性リスク 市場環境、当社の信用力低下や格付けの変動等により資金調達が困難になるリスク
 

 

⑤サイバー攻撃・システム障害リスク

当社グループが使用するハードウエア及びソフトウエアは、人為的過誤、コンピュータウイルス、外部からの

サイバー攻撃及びこれに類する事象による損害又は中断等により、当社グループの事業に対する消費者の信頼が

低下することで、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

こうしたリスクを解消するため、当社グループでは、基幹システムの冗長化、バックアップ体制整備等のイン

フラ強化を図るとともに、サイバー攻撃やフィッシングサイト等へのセキュリティ強化に向け、社内ＣＳＩＲＴ

による業界内外の情報連携体制、コンピュータウイルスの排除、外部からのサイバー攻撃の監視、多角的な脆弱

性診断等を継続しています。また、二段階認証の導入等具体的な対策や、定期的な社内対応訓練等を通じて、そ

れらの被害抑止に努めております。

 

⑥人材不足による事業計画への影響発生リスク

当社は、グループ全体における幅広い専門分野に対し、高い専門性を必要とする業務に従事している社員を雇

用していることから、外部環境の変動により、人材不足による事業計画への影響を及ぼす可能性があります。

そのため、従業員等の積極的な採用や従業員等に対する継続的な研修等により、多様な人材の確保・育成を

行っており、有能な人材を継続的に採用し定着を図るよう努めております。その他、タレントマネジメントシス

テムの積極活用による採用・配置・評価の最適化、組織・職位への要件明確化による有効な人材育成、従業員満

足度の向上に向けた社内ロイヤリティの継続的な向上などの施策を実施してまいります。

 

⑦資金流動性リスク

当社グループは、金融機関からの借入れ、社債、債権の流動化及びコマーシャル・ペーパー等により、資金調

達を行っておりますが、市況環境、当社の信用力低下や格付の低下等の変動により資金調達が困難になる可能性

があります。また、資金調達に係る契約には財務制限条項や早期償還条項が付されているものが存在することか

ら、当社グループの財政状態及び経営成績、又は営業貸付金等の債権内容が大きく変化し、期限の利益を喪失し

た場合には、資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

こうしたリスクを解消するため、当社グループではＡＬＭによる短期・長期の資金流動性の管理を行うととも

に、財務制限条項や早期償還条項の管理・報告、調達の多様化や新たな調達手法の検討、格付の向上に向けた取

り組みを行っております。
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(3) トップリスク以外のリスク

⑧有価証券保有に関するリスク

当社グループは、持株会社であるムニノバホールディングス株式会社のもと、お客様の需要にあわせた商品や

サービスを提供するために、子会社及び関連会社に係る投資有価証券を保有することで、ローン事業（消費者金

融事業及び事業者金融事業）、クレジット事業、信用保証事業、海外事業等、金融事業の多角化を図っておりま

す。しかしながら、子会社等の不採算が想定より長引くことにより投資有価証券について減損に至るおそれがあ

る場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨代表取締役及びその親族等の当社株式保有並びに処分に関するリスク

持株会社体制への移行に伴い、当社はムニノバホールディングス株式会社の子会社となっております。ムニノ

バホールディングス株式会社の代表取締役である福田光秀及びその創業者一族は、関連法人と併せて同社の発行

済株式の約40％を実質的に保有する株主となっております。その結果として、当社グループの支配権の譲渡、事

業の再編及び再構築、他の事業及び資産への投資、並びに将来の資金調達等の重要な企業取引を含む当社の事業

活動に影響を及ぼす重要な意思決定に対して影響力を行使することができます。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

アイフル株式会社　本社

（京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381－１）

 
アイフル株式会社　東京支社

（東京都中央区銀座一丁目６番２号）
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第三部 【保証会社等の情報】

該当事項なし
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